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芽室町農業委員会 



  



●日時 

令和 ７年 １１月２７日（木） １５時３１分～１６時４８分 

 

●場所 

 芽室町役場 ２階 会議室７・８ 

 

●議事日程 

日程第１         議事録署名委員の指名 

日程第２   報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件 

日程第３   報告第２号 農地法第５条の規定による許可報告の件 

日程第４   報告第３号 農地等一時転用許可に係る復元状況調査報告の件 

日程第５   報告第４号 農地等移動適正化あっせん（その１）報告の件 

日程第６   報告第５号 農地等移動適正化あっせん（その２）報告の件 

日程第７   報告第６号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件 

日程第８   議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件 

日程第９   議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件 

日程第１０  議案第３号 農地法第５条の規定による意見聴取の件 

日程第１１  議案第４号 農業経営基盤強化促進法第２２条の第１項の規定による農用地買 

             入協議要請の件 

日程第１２  議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に 

基づく農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請の件 

 

                                           

●出席委員 

  １番 島部  亨  ２番 平林 浩哉  ３番 中捨 雅裕  ４番 嶋﨑 敏文 

５番 野澤 修治  ６番 盛田 義政  ７番 山川 直孝  ８番 小林 幸雄 

９番 土屋 克彦 １０番 松久 和明 １２番 鳥本 和則 １３番 髙橋  仁 

１４番 粟野 秀明 １５番 堀井 和宏 １６番 道下 勇治 １７番 横溝  勲 

                                           

●欠席委員 

 １１番 珠玖 春美 

                                           

●委員会に参与した者 

 事務局長 藤野 元成     事務局次長(兼)農地振興係長 土田 雅敏 

農地振興係主事 佐伯  雛 

                                           

●議事録署名委員 

１５番 堀井 和宏  １６番 道下 勇治 



（１５時３１分 開会） 

 

●日程第１ 議事録署名委員の指名 

○議長（島部会長） 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。それでは、芽室町農業委員

会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員に、１５番 堀井委員、１６番 道下委員

を指名します。以上で日程第１を終わります。 

  

  

●日程第２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出

報告の件を議題といたします。それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いし

ます。 

○事務局（土田） 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件。次の者か

ら農地法第３条の３第１項の規定による届出を受理したので報告する。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町東芽室南１線、公募・現況地目とも畑、面積５,７４７㎡で

す。本申請は、相続による所有権移転のため、届出されたものです。 

○議長（島部会長） ただ今の報告第１号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

 

 

●日程第３ 報告第２号 農地法第５条の規定による許可報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第３ 報告第２号 農地法第５条の規定による許可報告の件を

議題とします。それでは、番号１番、番号２番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 報告第２号 農地法第５条の規定による許可報告の件。次の件について、許

可したので報告する。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町中美生４線、公簿・現況地目とも畑、面積１１,７５７㎡で

す。本申請は、砂利採取及び基盤整備（一時転用）のため、申請されたものです。令和７年１０

月２７日に許可しています。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町毛根北６線、公簿・現況地目とも畑、面積１８,５５１㎡で

す。本申請は、砂利採取及び基盤整備（一時転用）のため、申請されたものです。令和７年１０

月２７日に許可しています。 

○議長（島部会長） ただ今の報告第２号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第２号を終わります。 

 

 

●日程第４ 報告第３号 農地等一時転用許可に係る復元状況調査報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第４ 報告第３号 農地等一時転用許可に係る復元状況調査報



告の件を議題とします。それでは、堀井現地調査委員長より復元状況調査の結果について報告を

お願いします。 

○１５番（堀井委員） １５番堀井です。農地等一時転用許可に係る復元状況調査の件。先に

許可されました一時転用について、期間満了もしくは事業完了に伴い、復元状況の現地調査を

実施したので報告する。１１月１７日の９時００分より役場庁舎２階農業委員会事務局内で現

地調査委員会を開催しました。現地調査委員は、山川委員、小林委員、そして私堀井、事務局

から藤野局長、佐伯主事が出席しています。当日は、事務局より調査内容の説明を受け、担当

委員から補足説明があった後、現地調査を行いました。調査の結果、番号１番について、農地

として復元できていることを確認しました。詳細については、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） ただ今、堀井現地調査委員長より報告がありました報告第３号について、

発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第３号を終わります。 

 

 

●日程第５ 報告第４号 農地等移動適正化あっせん（その１）報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第５ 報告第４号 農地等移動適正化あっせん（その１）報告

の件を議題といたします。 

○議長（島部会長） それでは、中捨あっせん委員長より、あっせんの結果について報告をお願

いします。 

○３番（中捨委員） ３番中捨です。農地等移動適正化あっせん（その１）報告の件。農業委員

会等に関する法律第６条第２項の規定に基づく農地等移動適正化あっせんの結果について報告

する。１１月１７日にあっせん委員会を開催しました。あっせん委員に、平林委員、嶋﨑委員、

松久委員、髙橋委員、そして私中捨、事務局から藤野局長が出席しています。当日は、１２時４

５分より役場庁舎２階会議室７において、事前の協議会を開催し、申出状況等の説明を受けまし

た。その後、現地調査を行い、１４時３０分よりあっせん委員会を開催しました。あっせんの結

果、番号１番から番号８番について、賃貸借でのあっせん成立となりました。あっせん内容の詳

細については、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） ただ今、中捨あっせん委員長より説明のありました報告第４号について、

発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第４号を終わります。 

 

 

●日程第６ 報告第５号 農地等移動適正化あっせん（その２）報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第６ 報告第５号 農地等移動適正化あっせん（その２）報告

の件を議題といたします。 

○議長（島部会長） それでは、道下あっせん委員長より、あっせんの結果について報告をお願



いします。 

○１６番（道下委員） １６番道下です。農地等移動適正化あっせん（その２）報告の件。農業

委員会等に関する法律第６条第２項の規定に基づく農地等移動適正化あっせんの結果について

報告する。１１月１９日にあっせん委員会を開催しました。あっせん委員に、盛田委員、土屋委

員、鳥本委員、粟野委員、横溝委員、そして私道下、事務局から藤野局長が出席しています。当

日は、９時３０分より役場庁舎２階会議室７において、事前の協議会を開催し、申出状況等の説

明を受けました。その後、現地調査を行い、１３時３０分よりあっせん委員会を開催しました。

あっせんの結果、番号１番から番号７番については、賃貸借でのあっせん成立となり、番号９番

から番号１１番は、売買でのあっせん成立となりました。また、番号８番、番号１２番、番号１

３番については、資金調達等に時間を要するためあっせん不成立となりました。あっせん内容の

詳細については、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） ただ今、道下あっせん委員長より説明のありました報告第５号について、

発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第５号を終わります。 

 

 

●日程第７ 報告第６号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第７ 報告第６号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせ

ん委員会省略の件を議題とします。それでは、番号１番から番号９番について事務局より、議案

の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 報告第６号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件。

農業委員会等に関する法律第６条第２項の規定に基づく農地等移動適正化あっせんについて、

芽室町農地移動適正化あっせん事業実施規程第７条第１項の規定により、あっせん委員会の開

催を省略したので、同項の規定により報告する。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町北伏古東１６線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積７８,１８９㎡を賃貸借するものです。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町北伏古東１６線外合計１０筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積１５４,５８３㎡を賃貸借するものです。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町雄馬別１６線外合計９筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

２３,３３５.８１㎡を賃貸借するものです。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町雄馬別１６線、公簿・現況地目とも畑、面積１２,５９１㎡

を賃貸借するものです。 

【番号５番】土地の所在は、芽室町上芽室南２線、公簿・現況地目とも畑、面積９,９２８㎡を

賃貸借するものです。 

【番号６番】土地の所在は、芽室町北伏古南１０線、公簿・現況地目とも畑、面積３１,８３５

㎡を賃貸借するものです。 

【番号７番】土地の所在は、芽室町北伏古南６線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積



７１,５７３㎡を賃貸借するものです。 

【番号８番】土地の所在は、芽室町北伏古南７線、公簿・現況地目とも畑、合計面積１３,４６

６㎡を賃貸借するものです。 

【番号９番】土地の所在は、芽室町伏美１８線外合計１５筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

２１,１５２.５５㎡を賃貸借するものです。 

○議長（島部会長） ただ今の報告第６号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） よろしいですか。特に発言がないようですので、以上で報告第６号を終わ

ります。 

 

 

●日程第８ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第８ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書

の審査の件を議題といたします。それでは、番号１番から番号３番について、事務局より議案の

説明をお願いします。 

○事務局(土田) 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件。次の者

から農地法第１８条第６項の規定による通知書の提出があったので審議を求める。 

【番号1番】土地の所在は、芽室町坂の上８線外合計６筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積３

７,４４３.６６㎡です。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知され

たもので、合意解約の成立日は令和７年１０月３１日、土地の引渡しの時期は令和７年１０月３

１日となっております。詳細については、議案書をご覧ください。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町坂の上９線、公簿・現況地目とも畑、面積１９,８３０㎡で

す。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたもので、合意解約

の成立日は令和７年１０月３１日、土地の引渡しの時期は令和７年１０月３１日となっており

ます。詳細については、議案書をご覧ください。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町祥栄北９線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積７

７,４００㎡です。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたも

ので、合意解約の成立日は令和７年７月３１日、土地の引渡しの時期は令和７年１１月３０日と

なっております。詳細については、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番から番号３番について、ご意見・ご質

問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに

番号１番について、通知書のとおり承認することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号１番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号２番について、通知書のとおり承認することにご異議ありません

か。 



【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号２番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号３番について、通知書のとおり承認することにご異議ありません

か。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号３番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第１号を終わります。 

 

 

●日程第９ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第９ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件を議題

とします。 

○議長（島部会長） それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件。次の者から農地法第３条

の規定による許可申請があったので審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町上伏古１１線外合計１１筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積３４２,５５４㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各

号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 山川委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○７番（山川委員） ７番山川です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。本申請は、譲

渡人から後継者への贈与の申請です。昨年９月総会にて贈与許可をしておりましたが、錯誤があ

ったため、今回改めて申請されたものです。申請地は、坂の上１１線に接した１４号から１６号

にかけての農地です。譲受人は、結婚を機に就農、１９年間営農し、堅実な後継者であるため、

問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号１番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町芽室南３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積１

０,３５２㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につ

いて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 小林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 



○８番（小林委員） ８番小林です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、市

街地から約５㎞の高岩地区です。以前から、相対で借りていた農地でしたが、今回整理し、申請

されたものであり、長年借りてきた経緯もあるため、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号２番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので番号３番、番号４番について、事務局より議案

の説明をお願いします。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町坂の上８線外合計６筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積２

２７,７１８㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号に

ついて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町坂の上８線外合計６筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積１

１８,６５０㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号に

ついて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 山川委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○７番（山川委員） ７番山川です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、旧

ＪＡ坂の上店から南へ約４㎞、貸人の住宅に隣接した農地です。借主は、経営規模拡大とスムー

ズな経営移譲、将来の経営を繋いでいくため、法人化を決意したとのことで、農地所有適格法人

の要件も満たしていること確認しました。１４年間営農し、日々意欲的に行動されており、地域

の中でも権威的な役割を果たしております。周囲への影響もないことから、問題のない案件と思

われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号３番、番号４番について、ご意見・ご質問

はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに、

番号３番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。次に、番号４番について、原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号４番について、原案のとおり決定いたします。 

 



○議長（島部会長） 次に、番号５番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

【番号５番】土地の所在は、芽室町上美生１１線外合計２９筆、公簿・現況地目とも牧場、合計

面積５４５,９４９㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項

各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 粟野委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１４番（粟野委員） １４番粟野です。先日、現地確認と本人から話を伺いました。申請地は、

上美生市街地から約４㎞に位置しています。貸人が体調不良であるため、営農が難しくなり、貸

人のもとで馬の育成等を２０年間学ばれた借人が引継ぎ、営農されるものです。将来についても

しっかり計画されており、地域からの理解を得ていることから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号５番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号５番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第２号を終わります。 

 

 

●日程第１０ 議案第３号 農地法第５条の規定による意見聴取の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第１０ 議案第３号 農地法第５条の規定による意見聴取の件

を議題といたします。それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

〇事務局（土田） 議案第３号 農地法第５条の規定による意見聴取の件。次の者から農地法第

５条の規定による許可申請があったので審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町祥栄西１２線、公簿・現況地目とも畑、面積９９８.１１㎡

です。本申請は、農家住宅１棟の建設のための永久転用です。 

○議長（島部会長） ただいま事務局の説明がありました案件は、１０月３０日開催の第２８回

農業委員会総会において、ご審議いただいたものであります。特に、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて、採決を行います。番号１番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。なお、

番号１番につきましては、北海道農業会議に意見聴取し、北海道農業会議から「許可相当」の回

答があり、準備が整いしだい、芽室町農業委員会会長専決規程第２条第４号の規定により許可書

を交付することとします。 



○議長（島部会長） 以上で、議案第４号を終わります。 

 

 

●日程第１１ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第２２条第１項の規定による農用地買入

協議要請の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第１１ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第２２条第１項

の規定による農用地買入協議要請の件を議題といたします。 

○議長（島部会長） それでは、番号１番、番号２番について、事務局より議案の説明をお願い

します。 

〇事務局（土田） 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第２２条第１項の規定による農用地買

入協議要請の件。農業経営基盤強化促進法第２２条第１項の規定に基づき、次の農用地について、

公益財団法人北海道農業公社による買入が必要と認められているので、芽室町に対し買入協議

を行うよう要請することについて審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町祥栄北９線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積８

４,５３２㎡です。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町上伏古９線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積１

３６,６２５㎡です。 

○議長（島部会長） 次に、道下あっせん委員長より経過について、説明願います。 

○１６番（道下委員） １６番道下です。１１月１９日にあっせん委員会を開催しました。あっ

せん委員に、盛田委員、土屋委員、鳥本委員、粟野委員、横溝委員、そして私道下、事務局から

藤野局長が出席しています。当日は、事前の協議会と現地調査を行い、その後、あっせん委員会

を開催しました。番号１番、番号３番について、譲受希望者の資金調達等に時間を要するため、

公社への買入が必要となったものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。番号１番、番号２番について、ご意見・ご質

問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。はじめに

番号１番について、原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２番について、原案のとおり、決定することにご異議ありませ

んか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第４号を終わります。 

 

 

●日程第１２ 議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に



基づく農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第１２ 議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条第１１項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請の件を議題と

します。それでは、整理番号５６番から整理番号９４番について、事務局より議案の説明をお願

いします。 

〇事務局（土田） 議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定

に基づく農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請の件。農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第１１項の規定により次の農用地利用集積等促進計画（案）について、公益財

団法人北海道農業公社に対し、農用地利用集積等促進計画を定めるよう要請することについて、

議決を求める。 

【整理番号５６番】土地の所在は、芽室町中伏古東２線外合計１３筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積２３２,７７２㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号５７番】土地の所在は、芽室町北伏古東１６線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積７８,１８９㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号５８番】土地の所在は、芽室町北伏古東１６線外合計１０筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積１５４,５８３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号５９番】土地の所在は、芽室町雄馬別１６線外合計９筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２３,３３５.８１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６０番】土地の所在は、芽室町雄馬別１６線外合計９筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２３,３３５.８１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６１番】土地の所在は、芽室町雄馬別１６線、公簿・現況地目とも畑、面積１２,５

９１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６２番】土地の所在は、芽室町雄馬別１６線、公簿・現況地目とも畑、面積１２,５

９１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６３番】土地の所在は、芽室町北伏古南６線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積７１,５７３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６４番】土地の所在は、芽室町北伏古南６線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積７１,５７３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６５番】土地の所在は、芽室町北伏古南７線、公簿・現況地目とも畑、面積１３,４

６６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６６番】土地の所在は、芽室町北伏古南７線、公簿・現況地目とも畑、面積１３,４

６６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６７番】土地の所在は、芽室町北伏古南１０線、公簿・現況地目とも畑、面積３１,

８３５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６８番】土地の所在は、芽室町北伏古南１０線、公簿・現況地目とも畑、面積３１,

８３５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６９番】土地の所在は、芽室町上芽室南２線、公簿・現況地目とも畑、面積９,９２

８㎡を賃貸借するものです。 



【整理番号７０番】土地の所在は、芽室町上芽室南２線、公簿・現況地目とも畑、面積９,９２

８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７１番】土地の所在は、芽室町伏美１８線外合計１５筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２１,１５２.５５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７２番】土地の所在は、芽室町伏美１８線外合計１５筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２１,１５２.５５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７３番】土地の所在は、芽室町北芽室北４線外合計１０筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積９２,５４０㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７４番】土地の所在は、芽室町北芽室北４線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積５７,７６１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７５番】土地の所在は、芽室町北芽室北４線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積１０,４３７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７６番】土地の所在は、芽室町北芽室北４線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２４,３４２㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７７番】土地の所在は、芽室町東芽室基線、公簿・現況地目とも畑、面積４１,８１

１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７８番】土地の所在は、芽室町東芽室基線、公簿・現況地目とも畑、面積４１,８１

１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７９番】土地の所在は、芽室町北芽室北５線外合計６筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積５１,９６５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８０番】土地の所在は、芽室町北芽室北５線外合計６筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積５１,９６５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８１番】土地の所在は、芽室町西士狩北３線外合計７筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２０,４９１.３７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８２番】土地の所在は、芽室町西士狩北３線外合計７筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２０,４９１.３７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８３番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積６２,２８１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８４番】土地の所在は、芽室町北芽室北３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積１５,２３４６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８５番】土地の所在は、芽室町北芽室北５線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積４６,９３５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８６番】土地の所在は、芽室町伏美１８線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積２１,０００㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８７番】土地の所在は、芽室町伏美１８線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積２１,０００㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８８番】土地の所在は、芽室町上芽室南１線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積３１,２５７㎡を賃貸借するものです。 



【整理番号８９番】土地の所在は、芽室町上芽室南１線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積３１,２５７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号９０番】土地の所在は、芽室町上芽室北、公簿・現況地目とも畑、面積４１,０８９

㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号９１番】土地の所在は、芽室町上芽室北、公簿・現況地目とも畑、面積４１,０８９

㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号９２番】土地の所在は、芽室町渋山７線外合計１３筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積１８７,３６５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号９３番】土地の所在は、芽室町渋山７線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積５０,８７１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号９４番】土地の所在は、芽室町渋山７線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積６１,８５１㎡を賃貸借するものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。整理番号５６番から整理番号９４番について、

ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。整理番号５６番か

ら整理番号９４番について、原案のとおり、公益財団法人北海道農業公社に対し、農用地利用集

積等促進計画を作成するよう要請することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号５６番から整理番号９４番について、原案のと

おり決定し、公益財団法人北海道農業公社に農用地利用集積等促進計画の作成を要請すること

とします。なお、本町においては、公益財団法人北海道農業公から、今回要請した計画案のとお

り計画許可申請があった場合には、遅滞なく、許可・公告を行うこととします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号９５番についてですが、平林委員本人に関する案件でござ

います。農業委員会に関する法律第３１条の規定により、道下委員は、議事参与が制限されるこ

ととなります。平林委員には、議事終了まで退出をお願いします。 

○議長（島部会長） ここで、暫時休憩といたします。 

 

  

１６時３４分 休憩 

【平林委員退室】 

１６時３４分 再開 

 

 

○議長（島部会長） 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） それでは、整理番号９５番について、事務局より議案の説明をお願いしま

す。 

【整理番号９５番】土地の所在は、芽室町渋山８線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面



積３１,６４２㎡を賃貸借するものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。整理番号９５番について、ご意見・ご質問は

ありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。整理番号９５番に

ついて、原案のとおり、公益財団法人北海道農業公社に対し、農用地利用集積等促進計画を作成

するよう要請することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号９５番について、原案のとおり決定し、公益財

団法人北海道農業公社に農用地利用集積等促進計画の作成を要請することとします。なお、本町

においては、公益財団法人北海道農業公から、今回要請した計画案のとおり計画許可申請があっ

た場合には、遅滞なく、許可・公告を行うこととします。 

○議長（島部会長） ここで、暫時休憩といたします。 

 

  

１６時３６分 休憩 

【平林委員入室】 

１６時３６分 再開 

 

 

○議長（島部会長） 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） それでは、整理番号９６番から整理番号１０５番について、事務局より議

案の説明をお願いします。 

【整理番号９６番】土地の所在は、芽室町渋山８線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積４３,００１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号９７番】土地の所在は、芽室町祥栄西１１線、公簿・現況地目とも畑、面積２７,４

１６㎡を売買するものです。 

【整理番号９８番】土地の所在は、芽室町祥栄西１１線、公簿・現況地目とも畑、面積２７,４

１６㎡を売買するものです。 

【整理番号９９番】土地の所在は、芽室町上伏古９線外合計１０筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積１１１,７３０㎡を売買するものです。 

○議長（島部会長） ここで、暫時休憩といたします。 

 

  

１６時３９分 休憩 

１６時４０分 再開 

 

 



○議長（島部会長） 休憩をとき、会議を再開します。 

【整理番号１００番】土地の所在は、芽室町上伏古９線外合計７筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積６７,３０４㎡を売買するものです。 

【整理番号１０１番】土地の所在は、芽室町上伏古９線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積４４,４２６㎡を売買するものです。 

【整理番号１０２番】土地の所在は、芽室町雄馬別１０線外合計２６筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積１７１,９２５.７０㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１０３番】土地の所在は、芽室町坂の上８線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積３７,２７１㎡を売買するものです。 

【整理番号１０４番】土地の所在は、芽室町坂の上９線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積４９,６９７㎡を売買するものです。 

【整理番号１０５番】土地の所在は、芽室町坂の上９線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積５２,９９９㎡を売買するものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。整理番号９６番から整理番号１０５番につい

て、ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で、質疑を終わります。続いて、採決を行います。整理番号９６番か

ら整理番号１０５番について、原案のとおり、公益財団法人北海道農業公社に対し、農用地利用

集積等促進計画を作成するよう要請することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号９６番から整理番号１０５番について、原案の

とおり決定し、公益財団法人北海道農業公社に農用地利用集積等促進計画の作成を要請するこ

ととします。なお、本町においては、公益財団法人北海道農業公から、今回要請した計画案のと

おり計画許可申請があった場合には、遅滞なく、許可・公告を行うこととします。 

〇議長（島部会長） 以上で、議案第５号を終わります。 

 

 

○議長（島部会長） 以上をもちまして、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。この際、

その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、第２９回芽室町農業委

員会総会を閉会いたします。 

 

 

（１６時４８分 閉会） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 以上、農業委員会会議規則第13条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

令和 ７年 １１月 ２７日 

 

 

 

議 長（農業委員会会長） 

 

 

 

会 議 録 署 名 委 員 

 

 

 

会 議 録 署 名 委 員 

 


